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５．①⽤途地域の変更

住居系 商業系

工業系

用途地域とは
良好な都市環境の形成等を図るため、 「住居系」「商業系」

「工業系」の⼟地利⽤上の区分を⾏い、建築物の⽤途、密度、
形態等に関する制限を設定するものです。



現状

５．①⽤途地域の変更

第一種
住居地域

変更案

近隣商業地域

第一種中高層
住居専用地域

準住居地域第一種低層住居
専用地域
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５．①⽤途地域の変更
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第一種中高層
住居専用地域
建ぺい率 60％
容積率 150％

準住居地域
建ぺい率 60％
容積率 200％

第一種住居地域
建ぺい率 60％
容積率 200％

近隣商業地域
建ぺい率 80％
容積率 200％
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５．①⽤途地域の変更
用途変更案

土地利用の基本的な考え方
(都市計画マスタープラン)
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第一種中高層
住居専用地域

準住居地域

第一種住居地域
近隣商業地域

５．①⽤途地域の変更



第一種
低層住
居専用
地域

建築物の用途制限（一部抜粋）

第一
種中
高層
住居
専用
地域

第一
種住
居地
域

準住
居地
域

近隣
商業
地域

○ 住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿 ○ ○ ○ ○

× 2階以下かつ床面積の合計が150㎡以内の
一定の店舗、飲食店等 ○ ○ ○ ○

× 2階以下かつ床面積の合計が500㎡以内の
一定の店舗、飲食店等 ○ ○ ○ ○

× 上記以外の店舗、飲食店 × ※1 ※2 ○
× 事務所等 × ※1 ○ ○
× キャバレー・料理店等、風俗営業に係るもの × × × ×
× 作業場の床面積が50㎡以下の工場 × ○ ○ ○
× 作業場の床面積が150㎡以下の工場 × × × ○
× 作業場の床面積が150㎡を超える工場 × × × ×

５．①⽤途地域の変更

※１ 当該用途に供する部分が3,000㎡以下の場合に限り建築可能
※２ 当該用途に供する部分が10,000㎡以下の場合に限り建築可能
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３．①⽤途地域の変更

一低層
（第一種低層
住居専用地

域）

一中高
（第一種中高
層住居専用地

域）

一種住
（第一種住
居地域）

準住居
（準住居地

域）

近商
（近隣商業
地域）

建ぺい率 30％ 60％ 60％ 60％ 80％
容積率 50％ 150％ 200％ 200％ 200％
絶対高さ 10ｍ − − − −
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第一種中高層
住居専用地域
建ぺい率 60％
容積率 150％

準住居地域
建ぺい率 60％
容積率 200％

第一種住居地域
建ぺい率 60％
容積率 200％

近隣商業地域
建ぺい率 80％
容積率 200％

５．②防⽕地域及び準防⽕地域の変更
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現状 変更案

指定なし ⇒ 準防⽕地域
【目的】建築物の不燃化を促進し、安全な市街地の形成を図る

準防火地域 準防火地域

準防火地域
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５．②防⽕地域及び準防⽕地域の変更



準防⽕地域 18

準
防
火
地
域

500㎡以下 500㎡超
1,500㎡以下 1,500㎡超

４階以上

３階

２階

１階

制限なし
（⽊造建築物等で外壁、軒裏の延焼
のおそれがある部分は防火構造）

耐火建築物、準耐火建築物また
は防火上必要な技術的基準に適
合する建築物

耐火建築物
または
準耐火建築物等

耐火建築物等

階数
延べ面積

５．②防⽕地域及び準防⽕地域の変更



変
更
の
素
案
の
作
成

変
更
の
素
案
の
作
成

説

明

会

（
本
日
）

愛
知
県
事
前
協
議

愛
知
県
事
前
協
議

愛
知
県
知
事
へ
の
協
議

愛
知
県
知
事
へ
の
協
議

決
定
告
示
（
安
城
市
）

計
画
案
の
縦
覧

計
画
案
の
縦
覧

安
城
市
都
市
計
画
審
議
会

安
城
市
都
市
計
画
審
議
会

１月 ４月 ５月 ８月

■都市計画変更の手続き（安城市決定）
令和７年 令和８年

意見の口述 意見書の提出

６．今後のスケジュール（予定）
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